
身近な生きものの里の認定について（操山）



行われている地域を「身近な生きものの里」として認定・支援する岡山市

の制度

 現在認定を受けている里 ２５地域

根拠：地域主体による生物多様性の保全を推進する条例

地域主体による生物多様性の保全を推進する条例抜粋
(身近な生きものの里の認定)
第7条 市長は，身近な野生生物をシンボルとして，地域住民，土地所有者等の主体的な活動により，それぞれの地域の特性に
応じた環境づくりを図ることができるものと認められる地域を，当該地域の住民団体からの申請に基づき，身近な生きもの
の里として認定することができる。

2 （略）
3 市長は，第1項の規定により身近な生きものの里を認定しようとするときは，あらかじめ，岡山市環境保全条例(平成12年
市条例第46号)第52条の2第3号の岡山市自然環境保全審議会に諮るものとする。

4 （略）

審議会資料 1身近な生きものの里制度



身近な生きものの里の認定について（操山）

身近な生きものの里パンフレット



身近な生きものの里の認定について（操山）

身近な生きものの里事業における支援

支 援 内 容 例 限 度

現物支給 草刈り機用替え刃・燃料、水槽用エアポンプ ２万円

謝礼金 水辺教室の講師への謝礼金 ３万円

その他 パンフレット、啓発用看板、腕章等の提供 必要数



身近な生きものの里の認定について（操山）

 申請区域の住民で組織された団体 or 申請区域に保全活動の拠点を

置く団体

 町内会の推薦

根拠：地域主体による生物多様性の保全を推進する条例施行規則

地域主体による生物多様性の保全を推進する条例施行規則抜粋
(住民団体の要件)
第３条 条例第７条第１項の規定による身近な生きものの里の認定を申請することができる住民団体は，次に掲げる要件を満た
すものとする。

（１）条例第７条第１項の規定による認定の申請に係る区域(以下｢申請区域｣という｡)の住民をもって組織された団体又は当該申
請区域に生物多様性の保全活動(以下｢保全活動｣という｡)の拠点を置く団体であること｡

（２）申請区域で保全活動を行うことについて,当該申請区域に係る町内会の推薦を得た団体であること｡

認定要件（１）住民団体



身近な生きものの里の認定について（操山）

 申請区域内に生息又は生育している在来種

 保全活動への地域住民等の参画を促すことができる種

 絶滅のおそれのある野生生物 or  良好な自然環境の指標となり得る
野生生物

根拠：地域主体による生物多様性の保全を推進する条例施行規則

地域主体による生物多様性の保全を推進する条例施行規則（抜粋）
(認定基準)
第４条 条例第７条第２項の規定による身近な生きものの里の認定に当たり基準とすべき事項は，次のとおりとする。
（１）シンボルとする身近な野生生物が次に掲げる要件のうちア及びイを満たし，かつ，ウ又はエのいずれかを満たすこと。

ア～エ 上に同じ
（２）（略）

認定要件（２）シンボルとする野生生物



身近な生きものの里の認定について（操山）

 将来にわたって良好な生物多様性の保全が期待されること

 申請区域住民間で保全活動に関する共通の理解が図られること

根拠：地域主体による生物多様性の保全を推進する条例施行規則

地域主体による生物多様性の保全を推進する条例施行規則（抜粋）
(認定基準)
第４条 条例第７条第２項の規定による身近な生きものの里の認定に当たり基準とすべき事項は，次のとおりとする。
（１）（略）
（２）申請区域が次に掲げる要件を満たすこと。

ア 将来にわたって良好な生物多様性の保全が期待されること。
イ 申請区域の住民間で保全活動に関する共通の理解が図られ，申請区域に含まれ，又は申請区域を含む各小学校区内にお
いて，概ね統一した保全活動の実施が見込まれること。

認定要件（３）区域



身近な生きものの里の認定について（操山）

申請団体 操山公園里山センター

申請区域 中区沢田（幡多小学校区）

シンボル コバノミツバツツジ

里山センター外観

申請内容（操山）

笠岡市

倉敷市

早島町

玉野市

岡山市

総社市

高梁市

瀬戸内市

備前市

和気町

美作市

美咲町

津山市

勝央町

西粟倉村

奈義町

新圧村

新見市

井原市

鏡野町

真庭市

矢掛町

吉備中央町

浅口市

里庄町

久米南町

赤磐市

岡山市

当センターHPから引用：https://www.okayama-park.or.jp/misao/



身近な生きものの里の認定について（操山）

申請区域

里山センター



身近な生きものの里の認定について（操山）

シンボル

コバノミツバツツジ

ツツジ科 ツツジ属

高 さ：1.5～４ｍ
開花時期：３～４月
花 色：薄紫、紫がかったピンク

西日本を中心に、山の尾根、雑木林、
アカマツ林などの、日当たりのよい
二次林に多く見られる。



身近な生きものの里の認定について（操山）

 里山環境に親しむ行事や、観察会を開催

活動内容（観察会等）

プログラム名 内容 参加対象 開催回数 参加者数

楽しく里山の自然発見
四季折々、自然をゆっくり観
察しながら歩く。

１５歳以上 ６回 ７６人

トンボ観察会
里山センター周辺で、虫取り
をして自然を満喫する。

４歳以上 ５回 ６９人

里山の森林観察会
操山を歩きながら、樹木や植
物の不思議を見つける。

１５歳以上 ２回 １６人

四季のネイチャーゲーム
ネイチャーゲームを通して、
さまざまな感覚を使い、自然
のおもしろさを発見する。

４歳以上 ４回 ４３人

自然遊びをしよう森のよ
うちえん

自然の中で五感を使って遊ぶ。
２歳～６歳の
未就学児親子

２回 ３３人

【R4実績（抜粋）】



身近な生きものの里の認定について（操山）

 放置竹林が全国的な問題となる中、里山ボランティアと協働で竹林整備

を行い、間伐材の有効活用や親子向けのイベントなど実施

活動内容（竹林整備）



身近な生きものの里の認定について（操山）

 植生遷移による常緑樹の繫茂により、地表に光が届かなくなったこと

で植物が育たず、多様性が減少傾向にあるエリアで、小さい木々を間

伐し、環境改善を行うプロジェクトを実施

活動内容（保全プロジェクト）

 地表に光を取り入れること

で、シンボルとするコバノ

ミツバツツジなどを咲かせ

ることをめざす

 里山センター主体で、岡山

市公園協会の緑化推進リー

ダー・里山ボランティアに

より進行中



身近な生きものの里の認定について（操山）

今後の展望

 引き続き、各種活動を実施する。

 保全プロジェクトについては、範囲を広げていく。

 効果検証の一環として、生物モニタリングや定点写真の撮影

などを検討していく。

＜間伐前＞ ＜間伐後＞



身近な生きものの里の認定について（操山）

（１）住民団体

申請区域の住民で組織された団体 or 申請区域に保全活動の拠点を置く団体 〇

町内会の推薦 〇

（２）シンボル

申請区域内に生息又は生育している在来種 〇

申請区域において、保全活動への地域住民等の参画を促す種 〇

絶滅のおそれのある野生生物 or  良好な自然環境の指標となり得る野生生物 〇
（３）申請区域

将来にわたって良好な生物多様性の保全が期待されること 〇

申請区域の住民間で保全活動に関する共通の理解が図られること 〇

認定基準の適合状況


